
　今年度の介護保険料納入通知書は6月中旬に郵送します。保険料の額は、6月に決定する平成
31年度（令和元年度）住民税の課税状況に応じて決定します。 

【納付方法】 
◎年金天引きによる納付（特別徴収） 
　6月に決定した保険料（年額）から、仮徴収額を差し引いた額が10月以降の年金から3回に分けて
天引きされます。（仮徴収額は、4月に送付した「介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」
の額で、4月、6月、8月の年金から天引きされます。） 
◎納付書による納付（普通徴収） 
　納付書や口座振替で納めていただきます。保険料（年額）は6月から翌年の3月までの10期に分け
て納付します。各納期限までに納め忘れのないよう納付してください。 
【問 合 先】健康介護課　蕁388‐7171

※平成27年度から公費による第1段階の方の保険料の軽減を行っていますが、今年度から、10月の消費税10％への
引き上げに合わせて第1段階から第3段階の方の保険料の更なる軽減を行っています。 

65歳以上のみなさん（第1号被保険者）の 
平成31年度（令和元年度）介護保険料のお知らせ 

所得段階 対象者（所得などの条件） 保険料（年額） 

第1段階 

第2段階 

第3段階 

第4段階 

第5段階 

第6段階 

第7段階 

第8段階 

第9段階 

第10段階 

生活保護を受給している人、または世帯全員が住民税非課税で老齢
福祉年金を受けている人 

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計
が年間80万円以下の人 

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計
が年間80万円超120万円以下の人 

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計
が年間120万円超の人 

本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、課税年
金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 

本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満
の人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満
の人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満
の人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上の人 

26,400円 

43,900円 

50,900円 

63,200円 

70,200円 

84,300円 

91,300円 

105,300円 

119,400円 

133,400円 

今年度の介護保険料が決定しました。 

身体障害者相談員に委嘱 
　4月11日、身体障害者相談員の委嘱状交付式が町長室で

行われました。交付式では、石黒 百合子さん（瓢町）に委嘱

状が交付されました。 

　相談員の自宅（19ページ参照）で、家庭における養育、生活

などに関する相談・助言を行っています。 

町長から委嘱状の交付を受けた 
相談員の石黒さん 

お気軽にご相談ください お気軽にご相談ください お気軽にご相談ください 

戦没者のめい福を祈り 戦没者のめい福を祈り 戦没者のめい福を祈り 

岐阜県交通安全功労者表彰受賞 
　5月13日、岐阜県交通安全県民大会が岐阜清流文化プラザで開催され、交通安全功労者表彰が

行われました。 

　この表彰は、多年にわたり交通安全思想の普及や、交通事故防止の活動に尽力された功績に対

し贈られたもので、受賞されたのは次の方です。 

【岐阜県警察本部長・岐阜県交通安全協会長　連名賞】 
・個人の部　岩井 弘榮さん（米野） 

春季戦没者追悼式 

献花する遺族の皆さん 

　4月23日、笠松町春季戦没者追悼式が笠松・松枝・下羽

栗の各地域の会場でしめやかに行われました。 

　式には戦没者の遺族の皆さんや関係者の方々が多数参

列され、町長が「今や大半が戦後生まれとなり、戦争の体験

や悲惨な記憶の風化が懸念されております。平成という時

代がまもなく終わりを迎え、令和という新たな時代が始まりま

すが、現在の平和と繁栄が、尊い犠牲とご遺族の皆様のご

労苦の上に築かれていることを、決して忘れることなく、未

来へしっかりと語り継ぎ、世界平和への不断の努力を重ね

ていくことが、私たちの使命であると確信しております。住民の皆様の生命と財産を守る強いまちづく

りを進め、更なる防災体制の強化を図るとともに、誰もが住み慣れた地域で、最後まで自分らしく暮ら

すことができるよう、地域でのつながりや、支えあう地域共生社会の実現を目指し、社会構造の変化に

対応した体制づくりを進めてまいります」と式辞を述べました。 

　続いて岐阜県知事代理、田中県議会議員、伏屋町議会議長の追悼の言葉のあと、参列者の方々

が献花を行い、戦没者のめい福を祈り、平和への誓いを新たにしました。 

寄　附 【子ども育成事業費として】匿名（北及） 現金 400万円 
町では、ご趣旨に沿うよう活用させていただきます。 

令和元年6月1日　第1105号 令和元年6月1日　第1105号 


